　　　　　　　　　　　　


2026年度
大学院副専攻制度 履修の手引き
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大学院教務委員会

１．副専攻制度について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２
　　※必ず最初にお読み下さい。

２．副専攻コースの履修登録申請について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
 （１）　副専攻コースの履修登録申請期間及び申請方法 ・・・・・・・・・・・・３
　 （２）　副専攻コース履修登録申請書の作成方法 ・・・・・・・・・・・・・・・４
　３．副専攻コースの修了について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
　 

　 
　

　　最初に、副専攻制度とは、自身の所属する専攻での学修以外にも類似領域や関連領域などの理論及び応用を意欲的に学修することができる制度です。

　　特に科学技術が急速に進歩していく現代の成熟社会においては、特定分野に限らず、複数の専門領域の融合により新たな価値や知見を創造することが必要となります。

　　本学の大学院教育においても優れた高度専門技術者を養成するために、意欲的な学修プログラムとなる副専攻コースを開設しており、選択したコースで所定の単位を修得した場合には、その成果を認定します。
　　副専攻コースの履修から修得までの必要事項や注意点をこの手引きにまとめていますので、よく読んで有益な学修をおこなってください。

　［開設する副専攻コース一覧］
	開設する副専攻コース
	副専攻コースの対応専攻
	副専攻コース修了要件

	機械工学コース
	機械工学専攻
	各コースに開設されているコア科目から10単位以上を修得すること。
（注1）
専攻開設科目の内，共通開設的に開講されている科目及び研究室単位で開講されている科目を除く。

	機械電子創成工学コース
	機械電子創成工学専攻
	

	先端材料工学コース
	先端材料工学専攻
	

	電気電子工学コース
	電気電子工学専攻
	

	情報通信システムコース
	情報通信システム工学専攻
	

	応用化学コース
	応用化学専攻
	

	建築学コース
	建築学専攻
	

	都市環境工学コース
	都市環境工学専攻
	

	デザイン科学コース
	デザイン科学専攻
	

	未来ロボティクスコース
	未来ロボティクス専攻
	

	生命科学コース
	生命科学専攻
	

	知能メディア工学コース
	知能メディア工学専攻
	

	情報科学コース（注1）
	情報科学専攻
	

	マネジメント工学コース（注1）
	マネジメント工学専攻
	


　

［注意点］

※1副専攻コースのコア科目とは、「副専攻コースの対応専攻」に記載されている専攻の教育課程上で「専門コア科目」分野に配当されている科目です。また、開講科目や授業時間は、当該専攻の「履修ガイド・授業時間表」を参照してください。
※2自身の所属する専攻が「対応専攻」となっている副専攻コースは申請できません。
※3副専攻コースで修得した単位数は、所属専攻における修了要件には一切含まれません。

　　副専攻コースを履修するためには、所定の期間内に「副専攻コース履修登録申請書」を提出し、許可を受ける必要があります。
　　まず副専攻コースの履修登録申請から実際に受講するまでの流れを図表で解説します。
　　

　［副専攻コースの履修登録申請から履修許可までのフロー図］




　



　［注意点］

※1副専攻コースの履修登録申請を提出し、許可通知を受けた場合には、途中で辞退することはできません。その場合には、必ず教学センターに相談してください。
※2副専攻コースの許可通知を受けた授業科目については、自身で履修登録をする必要はありません。申請書に記載された授業科目と計画に沿って自動履修となりますので、確認をおこなってください。

※3副専攻コースの学修では、自専攻での学修に影響を及ぼさないよう配慮する観点から、原則、再履修は許可されません。そのため、副専攻コースの履修計画を変更したい場合には、必ず指導教員に相談の上、教学センターで変更手続きをおこなってください。
　次に、「副専攻コース履修登録申請書」の提出期間と提出先について解説しますので、受付期間を厳守して手続きを取ってください。

　　
　　［副専攻コース履修登録申請書の作成例］






　受講後、副専攻コースの履修登録申請書に記載された授業科目で10単位以上を修得した場合に副専攻コースの修了要件を満足したことになります。
　また、修了要件を満足した後に「副専攻コース修了認定書」を発行しますので、教学センターで受領してください。

　［副専攻コース修了認定書に記載される項目］

　　（１）氏名、学生番号、専攻等の所属

（２）修了した副専攻コース名

（３）副専攻コースでの学修期間
　　（４）副専攻コースで修得した授業科目名と単位数

　　※副専攻コース修了認定書の発行は、修了要件を満足した後になりますので、就職活動で副専攻コースの受講を証明する場合には、申請時に発行された「履修許可通知」を使用してください。
【注意事項】


この手引きに記載されている各種手続きは、副専攻制度による学修を行う上で大変重要なものです。


特に、受付期間を過ぎた場合、一切受付できませんので、この手引きをよく読んで，期日は厳守してください。





目　次





１．副専攻制度について





２．副専攻コースの履修登録申請について





［準備段階］

















　※副専攻コース内に開設される授業科目を確認して、指導教員と十分な相談をおこなってください。








修士課程（1S-3S）





指導教員の許可を受けて申請書類を準備





指導教員と相談して、申請するコースと履修科目を計画





［申請段階から受講段階まで］

















※提出期間は4ページに記載しています。


※許可通知が発行されるまでは、若干の期間がありますので、その間の受講については、暫定的な受講となります。そのため、必ず科目担当者の了解を得て、暫定受講するようにしてください。


※就職活動等で副専攻コースの受講を証明する場合には、履修許可通知を使用してください。





許可通知が発行されたら


正式に受講開始


⇒自動で履修登録





履修を計画した科目に対しては、暫定的に出席し、科目担当者の了解を得る。








期間内に申請書類を提出


（窓口は教学センター）





［2025年度の副専攻コース履修登録申請書の受付期間と提出先］





　春学期：2026年4月10日（金）から4月18日（土）12：00まで［春学期入学者］


　秋学期：2026年9月18日（金）から9月26日（土）12：00まで［春・秋学期入学者共通］





　提出場所：津田沼校舎1号館1階　教学センター津田沼教務担当


（平日9：00～17：00、土曜日9：00～12：00）





　※修士課程入学（1年次）から2年次の前期までの範囲内であれば申請可能です。


　　その範囲外（2年次の後期）には申請できませんので、ご注意ください。





登録する副専攻コースは、この手引きの2ページに記載されている一覧表を参照してください。


※対応専攻の教育課程と授業時間表が適用されます。





選択した副専攻コースの対応専攻の授業時間表を参照して、履修を希望する科目から履修を計画する年度までを記入します。


※記入した科目は、必ず対応専攻で「専門コア科目」に配当されているもののみ有効です。





指導教員の許可印を受ける前に、必ず全てのチェック内容を確認し、「確認」欄に✔を記入してください。





印





３．副専攻コースの修了について









